
令和７年度 集団指導

障がい福祉サービス事業者
への説明事項



指導監査について【資料１、２】

○ 指導監査の概要

・「指定障害福祉サービス事業者等指導監査要綱」の一部改正

指導周期の変更

原則、施設は２年ごと、事業所はサービス種別により半年～６年ごと

指定後３年以内に１回以上

就労継続支援A型事業所は新規指定の半年後を目処に１回

「指定障害福祉サービス等指導監査要綱」を参照



指導監査について【資料１、２】

【北海道指定障害福祉サービス事業者等指導方針】

○ 運営指導の重点指導項目

・ 個別支援計画の作成

・ 虐待防止等の措置等

・ 意思決定支援の推進

・ 衛生管理等



指導監査について【資料１、２】

【北海道指定障害福祉サービス事業者等指導方針】

○ 運営指導の重点指導項目

・ 非常災害対策 ・ 就労系障害福祉サービス事業の運営

・ 入所者等の安全の確保 ・ 放課後等デイサービス事業の運営

・ 自立支援給付等の請求 ・ 事故発生時の対応

・ 工賃の支払い等 ・ 定員の遵守



指導監査について【資料１、２】

○ 自己点検表について

・ ６年度に国が自己点検表を全国標準化による様式改正

・ 自己点検の重要性

法令を遵守することが重要であるため、事業者自らが自己点検表等

を活用し運営状況を定期的に自己点検する

～自己点検表提出時のお願い～

・ 項目に基づいて確認、該当ない箇所は「否」ではなく斜線等で明確に

・ 「別紙 意思決定支援関係」の記載も忘れずに！



業務管理体制整備に関する届出【資料３】

○ 平成２４年から義務付け、法令を遵守するための

体制の整備、改善を事業者自らが行うことを目的

○ 原則、法令遵守責任者の選任が義務

○ 廃止や休止を行う場合、届出の１ヶ月前まで

○ 利用者がいる場合は、必ず移行状況を確認の上

で届出のこと！

○ 業務管理体制の届出に関するQ＆A参照



感染症・食中毒等の発生又はまん延防止【資料４】

【必要な措置】

○ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の

設置・開催

○ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備

○ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修・訓練の実施



感染症・食中毒等の発生又はまん延防止【資料４】

【感染症の予防及びまん延の防止のための地策を検討する委員会】

○ 訪問・通所系事業所はおおむね６月に１回以上

○ 施設系は３月に１回以上

○ 内容は全職員に周知する必要あり

○ 他の会議体と一体的でも可



感染症・食中毒等の発生又はまん延防止【資料４】

【感染症の予防及びまん延防止のための指針】

○ 委員会の目的、役割分担、職員への研修等、平常時や発生時の対応

状況を定める

○ 定期的な見直し・整備

【感染症の予防及びまん延の防止のための研修・訓練の実施】

○ 年２回以上実施＋新規採用時にも実施（実地or机上）

○ 全職員対象（事務員や調理員、補助職員も含まれる） ※ 記録化



感染症・食中毒等の発生又はまん延防止【資料４】

【業務継続計画】

○ 感染症発生に備え、事前にサービス提供可能な体制の構築

○ 令和６年４月から義務化

○ 業務継続計画が策定されていない、研修・訓練が実施されていない

→減算の対象



非常災害対策【資料５】

○ 非常災害計画の作成及び避難訓練の実施が義務付け

○ 火災・地震の計画は、全ての施設等で策定が必要

○ 台風や大雨、停電、道路の寸断など、どの地域でも発生しうる

→風水害を想定した計画を盛り込む

○ 「社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定の手引き」参照



非常災害対策【資料５】

【業務継続計画】

○ 感染症と同様に令和６年４月から義務化

○ 事業所の関係者との情報共有、役割分担、判断ができる体制の構築

○ 業務の優先順位の整理方法、平時からの準備検討事項

→「自然災害発生時の業務継続ガイドライン」参照

○ 定期的な見直し＆職員研修・訓練の実施



非常災害対策【資料５】

【障害者支援施設等災害時情報共有システム】

○ 令和３年度から運用を開始

○ 被害状況を施設等がシステム入力し、国や自

治体が、その情報を共有し災害対応を行う

○ 避難・被害がない場合もその旨を入力する



虐待防止及び身体拘束の禁止【資料６】

【虐待の防止】

一 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、

その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 （※年１回以上）

二 当該施設・事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期

的に実施すること。 （※年１回以上＋新規採用時には必ず実施）

三 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。



虐待防止及び身体拘束の禁止【資料６】

【身体拘束等の禁止】

一 生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

行ってはならない。

二 やむを得ず行う場合には記録化。

切迫性、非代替性、一時性の３要件全てを満たし、組織としての確認手続き

三 必要な措置を講じる。

定期的な委員会の開催、指針の整備、定期的な研修の実施



意思決定支援【資料７】

【意思決定支援】

○ 平成25年４月から障害者総合支援法として施行される際、事業者等の責務と

して規定。

○ 平成29年に国のガイドラインが策定。

○ これまでの実地指導等でも積極的な確認はしてきていなかったが、令和５年

度より取組状況を確認。



意思決定支援【資料７】

【意思決定支援の枠組み】

○ 意思決定支援責任者の配置

○ 意思決定支援会議の開催

○ 意思決定の結果を反映した計画作成とサービスの提供

○ モニタリング・評価・見直し



意思決定支援【資料７】

【意思決定支援責任者】

・ 意思決定支援を適切に進めるため、事業者は意思決定責任者を配置すること

が望ましい。

・ 資格要件などはなく、役割の内容からサービス管理責任者や相談支援専門員

が兼務することを想定。

・ あらかじめ事務分担などに位置づける場合や随時に責任者を選任するのも可。



意思決定支援【資料７】

【意思決定支援会議の開催】

・ 本人参加のもとで、関係者が情報を持ち寄り、本人の意思を確認したり、意思

及び選考を推定しながら最善の利益を検討。

・ 必要に応じ、家族や成年後見人等の参加を得ることが望ましい。

・ 単独での開催またはサービス担当者会議や個別支援会議と兼ねて開催する

ことも可。



意思決定支援【資料７】

【意思決定が反映された計画の作成とサービス提供】

・ 本人の意思などを反映したサービス等利用計画や個別支援計画を作成、

「意思決定支援計画」と位置づけサービスを提供。

・ 選択が消極的となっているような場合には、体験利用を行うなども必要。



意思決定支援【資料７】

【モニタリングと評価及び見直し】

・ サービス提供の結果をモニタリング、評価し、次の支援に向けて見直し。

・ サービス提供開始後の本人の様子を把握し、モニタリングや評価の情報を記

録化することが大事。

・ 事業所としての体制づくりや研修会の開催などを通じて職員一人一人への浸

透を図る。



事故等発生時の報告【資料８】

【社会福祉施設等における事故等発生時の報告事務取扱要領】

◆重大な事故（直ちに報告すること）

・入所所等の死亡事故

・役・職員の不法行為

・入所者に対する虐待（不適切な処遇（疑）を含む）

・入所者等の不法行為

・入所者等の失踪・行方不明（捜索願を出したもの）

・火災（消防機関に出動を要請したもの）

・その他テレビ・新聞等で報道された事案（可能性がある場合を含む）

注）入所者等が病気により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性があるとき

は報告すること。ただし、検死の結果、病死であることを確認された場合は、報告不要。



事故等発生時の報告【資料８】

【社会福祉施設等における事故等発生時の報告事務取扱要領】

○ 各事業者は、重大な事故の速報を行った後、「事故発生状況報告書」を速やかに

作成し、７日以内に総合振興局等の担当課に提出すること。

◆添付資料

・利用者の個別支援計画、アセスメント表

・事故発生時の現場見取り図

・法人内部及び施設等において事故の対応を協議した会議録

・食事に関する事故等については被害者の栄養計画



就労系事業所の運営の適正化【資料９】

○ 福祉事業活動費用と生産活動費用に区分

○ 「生産活動収入」－「生産活動に係る経費」＝利用者に支払う賃金又は工賃

○ 基準上、訓練給付費等を利用者の賃金に充ててはならない

○ 就労支援事業会計に基づいた会計事務を実施することが必要

○ 「就労支援事業会計の運用ガイドライン」参照



サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の取扱い



サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の取扱い



北海道障がい福祉サポートセンター【資料１０】


